
仕事の窓仕事の窓

ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
向
け
の
グ
リ
ー
ン
経
営
認
証
取
得
講
習
会
を
開
催

　
　〜
環
境
に
配
慮
し
た
グ
リ
ー
ン
経
営
の
実
践
を
目
指
し
て
〜

グ
リ
ー
ン
経
営
と
は
、
事
業
者
の
行
う
事
業
活
動
の
中
に
環
境
保
全
へ
の
配
慮
を
組
み
入
れ
、

自
主
的
・
計
画
的
に
環
境
対
策
を
進
め
な
が
ら
経
営
面
で
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
経
営
を
言
い
ま
す
。

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
推
進
や
低
公
害
車
の
導
入
、
従
業
員
に
対
す
る
環
境
教
育
な
ど
が
代
表
的
な
取
組
に
な
り
ま
す
。

運輸部
　

日
本
全
体
の
二
酸
化
炭
素

（
C
O
2

）
排
出
量
の
う
ち
、
運
輸
部

門
の
排
出
量
の
割
合
は
約
19
％
で
あ

り
、
そ
の
中
で
も
、
運
輸
部
門
の
約

40
％
を
貨
物
分
野
が
占
め
て
い
ま
す

（
２
０
０
７
年
度
現
在
）
。

　

1
9
9
0
年
比
６
％
減
と
い
う
京
都

議
定
書
の
削
減
約
束
を
達
成
す
る
た

め
に
は
、さ
ら
な
る

削
減
努
力
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。こ

う
し
た
状
況
を
踏

ま
え
、国
土
交
通
省

で
は
運
輸
部
門
に
お

け
る
地
球
温
暖
化

等
環
境
対
策
の一
環

と
し
て
、交
通
エ
コ
ロ

ジ
ー・モ
ビ
リ
テ
ィ
財

団
が
行
う
、環
境
に

や
さ
し
い
企
業
経
営

「
グ
リ
ー
ン
経
営
」の
認
証
制
度
を
推
奨

し
て
お
り
、同
認
証
制
度
の
普
及
促
進

を
図
って
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

運
輸
部
で
は
、
平
成
21
年
11
月
17

日
、
社
団
法
人
沖
縄
県
ト
ラ
ッ
ク
協

会
第
一
研
修
室
に
て
、
交
通
エ
コ
ロ

ジ
ー
・
モ
ビ
リ
テ
ィ
財
団
の
協
力
の

下
、
グ
リ
ー
ン
経
営
認
証
の
取
得
を

促
進
す
る
と
と
も
に
、
グ
リ
ー
ン
経

営
に
つ
い
て
の
関

心
・
理
解
を
増
進

す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
ト
ラ
ッ

ク
事
業
者
を
対
象

に
「
グ
リ
ー
ン
経

営
認
証
取
得
講
習

会
」
を
開
催
し
ま

し
た
。

　

今
回
の
講
習
会

で
は
、
交
通
エ
コ

ロ
ジ
ー
・
モ
ビ
リ

テ
ィ
財
団
交
通
環
境
対
策
部
の
加
藤

信
次
部
長
を
講
師
に
招
き
、
グ
リ
ー

ン
経
営
認
証
制
度
の
概
要
、
認
証
取

得
の
効
果
（
※
）
及
び
認
証
取
得
に

向
け
た
具
体
的
な
手
続
き
方
法
な
ど

が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
講
習
会
を
契
機
に
、
ト

ラ
ッ
ク
事
業
者
の
皆
様
が
、
グ
リ
ー

ン
経
営
認
証
取
得
の
必
要
性
に
つ
い

て
理
解
を
一
層
深
め
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
環
境
に
配
慮
し
た
経
営
の

実
践
に
向
け
た
取
組
を
積
極
的
に
推

進
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ

ま
す
。
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公正取引室は、経済活動の基本ルー
ルである独占禁止法の役割等について理

解してもらうため、去る10月28日

（水）と29日（木）の両日にかけて那覇

市立那覇中学校の3年生を対象に「独占

禁止法教室」を開催しました。

　私たちは、独占禁止法が禁止している

カルテルや入札談合といった取締りのニ

ュースや記事をよく目にすることがあり

ますが、中学生にとって独占禁止法の役

割について学ぶ機会はなかなかありませ

ん。こうした中、公正取引委員会及び公

正取引室は、将来、社会人として経済活

動に参加する中学生などに対し、早い段

階で独占禁止法などの役割を理解しても

らうため、全国各地の中学校等に職員を

派遣し、「独占禁止法教室」を開催して

います。

　那覇中学校では241名の生徒が、「市

場経済」、「競争」、「独占」、「カル

テル」といったキーワードをもとに、生

徒が販売店役と消費者役に分かれて、販

売店同士が値引きや粗品を進呈するなど

の販売店同士が競争をすることによって

消費者にどのようなメリットがあるのか、

また、どのような事をすると法律違反に

なるのかなどについて、ゲームや身近な

事例を通して競争の重要性や独占禁止法

などの役割について学習しました。

　また、一部の生徒が審査官役となって

行われた独占禁止法に違反する疑いのあ

る企業に対する立入検査と関係者からの

事情聴取の実演では、カルテルの疑いの

ある企業の社長と当室の審査官との緊迫

したやりとりに、生徒たちも身を乗り出

して聞いていました。生徒からは「なぜ、

私的独占やカルテルをやってはいけない

かがよく分かった」、「実演を通して公

正取引委員会の仕事を理解することがで

きた」などの感想が寄せられました。

　なお、独占禁止法教室への講師派遣の

ご要望がありましたら、お気軽に当室ま

でご連絡ください。

総　務　部 中学校で「独占禁止法教室」を開催
～市場における競争の重要性を学ぶ～

11月３０日（月）、第２８回国有財
産沖縄地方審議会（会長：竹下勇夫）が、

那覇第２地方合同庁舎会議室で開催され

ました。沖縄総合事務局長から「豊見城

市に対し、財務省所管普通財産を瀬長島

地区公園事業用地（サンセットパーク）

として売払い及び無償貸付すること」に

ついて諮問が行われ、審議された結果、

諮問どおり処理することが適当である旨

の答申がありました。

　豊見城市は、瀬長島の南西側海岸沿い

に位置する国有地（13,924.40㎡）に

ついて、既存の公園（サンセットパー

ク）に編入し、駐車場、植栽、遊歩道を

整備する計画を策定しており、当該国有

地の取得を要望しておりました。

　当局としても、公用・公共用優先の観

点から本財産を豊見城市の公園用地とし

て有効に活用するために処分することは

適当であるとして、諮問を行ったもので

す。なお、委員から、「豊見城市は、駐

車場等の整備については瀬長島全体の利

用計画の中で検討していただきたい」旨

の意見が出されました。

　今後は、豊見城市に対して当該国有地

の３分の１を時価売払、３分の２を無償

貸付により処理することにより、公園と

して整備が図られ、県民の憩いの場とし

て有効に活用されることとなります。

財　務　部

Sou
mub
u

○独占禁止法教室に関する問い合わせ

　公正取引室

　内閣府沖縄総合事務局総務部

　那覇市おもろまち２－１－１

　那覇第２地方合同庁舎２号館６階

　TEL０９８－８６６－００４９

国有財産沖縄地方審議会を開催 Zaim
ubu

※認証取得の効果
・燃費の向上
・交通事故件数の減少
・車両故障件数の減少
・職場の活性化、従業員の士気向上
・国土交通省等のホームページにおける事業者名の公表
・ロゴマークの使用
・交通エコロジー・モビリティ財団からの環境保全活動に
　関する情報提供や指導・助言
・顧客や取引先企業へのアピール
・低金利融資制度等の適用

熱心に講義を聴く受講者

交通エコロジー・モビリティ財団加藤信次部長による講義
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